
夜間納税・相談窓口
開
設
日

７月１日㈫・31日㈭、
８月１日㈮
午後５時15分～８時

　災害、けが、病気、
失業などで収入が著し
く減り、納期限までに
納められないときは、
お早めにご相談くださ
い。電話による納税相
談も受け付けます。

▼  納付書に記載された納付場所で、
納期限までに納めてください。

問市役所２階収税課
　☎２９９８‐９０７３

7月31日㈭は

の納期限です

◆固定資産税・都市計画税（第2期）
◆国民健康保険税（第1期）

市
税
の
納
付
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す

口
座
振
替
は
、
指
定
の
金
融
機
関
の
口

座
か
ら
自
動
的
に
振
り
替
え
て
納
税
す
る

制
度
で
す
。
納
め
忘
れ
が
な
く
、
忙
し
い

方
に
も
便
利
で
安
心
で
す
。

口
座
振
替
で
き
る
税
目　

▼
個
人
市
民
税

・
県
民
税
（
普
通
徴
収
）
▼
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
▼
軽
自
動
車
税
▼
国

民
健
康
保
険
税

◎
申
し
込
み
完
了
の
翌
月
の
納
期
分
か
ら

振
り
替
え
を
開
始
し
ま
す
。

申
①
届
出
印
②
預
貯
金
通
帳
③
納
税
通
知

書
④
市
内
金
融
機
関
に
備
え
付
け
の「
所

沢
市
市
税
口
座
振
替
依
頼
書
」
を
持
参

の
上
、
金
融
機
関
へ
直
接

◆
郵
送
に
よ
る
受
け
付
け

電
話
で
収
税
課
に
口
座
振
替
依
頼
書
を

請
求
し
、
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印
の
上
、

金
融
機
関
に
持
参
す
る
か
、
収
税
課
へ
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
☎
２
９
９
８

-

９
０
７
３

交
通
遺
児
手
当
を
支
給

対
交
通
遺
児
（
中
学
生
以
下
）
の
保
護
者

で
そ
の
遺
児
と
生
計
・
世
帯
を
共
に
す

る
市
内
在
住
の
方

手
当
額　

月
額
５
、
０
０
０
円
（
子
ど
も

１
人
に
つ
き
）

◎
交
通
遺
児
が
小
・
中
学
校
、
高
等
学
校

に
入
学
す
る
際
は
、
奨
学
金
を
支
給
し
ま

す
。
ま
た
、
公
益
財
団
法
人
交
通
遺
児
育

英
会

０
１
２
０

-

５
２
１
２
８
６
で
は
、

奨
学
生
の
募
集
も
行
っ
て
い
ま
す
。

問
交
通
安
全
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
４
０

交
通
遺
児
援
護
一
時
金
を
給
付

対
平
成
25
年
４
月
１
日
以
降
に
交
通
遺
児

な
ど
と
な
っ
た
県
内
在
住
の
18
歳
以
下

の
方

給
付
額　

10
万
円（
１
回
の
み
）

申
請
期
限　

８
月
31
日
㈰
（
平
成
26
年
10

月
支
給
分
）

◎
申
請
書
は
、
市
役
所
２
階
交
通
安
全
課

☎
２
９
９
８

-

９
１
４
０
で
配
布
し
て
い

ま
す
。

問
県
・
防
犯
・
交
通
安
全
課

☎
０
４
８

-

８
３
０

-

２
９
５
８

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動

実
施
期
間　

７
月
15
日
㈫
〜
24
日
㈭

重
点
目
標　

▼
子
ど
も

と
高
齢
者
の
交
通
事

故
防
止
▼
自
転
車
の

安
全
利
用
の
推
進
▼

飲
酒
運
転
の
根
絶
▼

反
射
材
の
着
用
促
進

問
交
通
安
全
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
４
０

高
齢
者
を
住
宅
火
災
か
ら
守
る
た
め
に

住
宅
火
災
に
よ

る
死
者
の
う
ち
、

高
齢
者
が
６
割
以

上
を
占
め
て
い
ま

す
。
消
防
で
は
、

高
齢
者
を
火
災
か

ら
守
る
た
め
、
80

歳
の
一
人
暮
ら
し
の
方
を
対
象
に
、
消
防

職
員
と
女
性
消
防
団
員
が
訪
問
し
、
防
火

に
関
す
る
診
断
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま

す
。
対
象
者
に
は
事
前
に
希
望
調
査
書
を

郵
送
し
ま
す
。

問
▼
所
沢
中
央
消
防
署
予
防
指
導
課
☎
２

９
２
９

-

９
１
３
３
▼
所
沢
東
消
防
署

予
防
指
導
課
☎
２
９
９
８

-

１
１
９
２

麻
し
ん
風
し
ん
混
合
予
防
接
種
（
Ｍ
Ｒ
）

は
お
済
み
で
す
か

対
▼
第
１
期
…
生
後
12
カ
月
か
ら
２
歳
の

誕
生
日
前
日
ま
で
▼
第
２
期
…
平
成
20

年
４
月
２
日
〜
21
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
方

接
種
場
所　

市
内
協
力
医
療
機
関

問
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
管
理
課

☎
２
９
９
１

-
１
８
１
１

中
小
企
業
設
備
投
資
融
資
利
子
補
給
事
業

を
新
設

市
内
に
設
置
・
利
用
す
る
た
め
の
設
備

購
入
に
埼
玉
県
の
制
度
融
資
（
設
備
資
金

の
み
）
を
利
用
し
た
場
合
、
支
払
利
子
額

の
30
％
（
一
部
40
％
）
を
原
則
５
年
間
補

助
し
ま
す
。

対
次
の
全
て
を
満
た
す
方

▼
市
内
の
事
業
所
に
お
い
て
設
備
を
設

置
・
利
用
す
る
た
め
、
平
成
26
年
４
月
１

日
以
降
に
埼
玉
県
の
制
度
融
資
（
設
備
資

金
の
み
）
を
受
け
て
い
る
中
小
企
業
者
▼

市
内
に
事
業
所
を
有
し
、
同
一
事
業
を
１

年
以
上
営
ん
で
い
る
▼
市
内
に
住
民
登
録

ま
た
は
法
人
登
記
が
１
年
以
上
あ
る
▼
市

税
の
滞
納
が
な
い
▼
事
業
に
必
要
な
許
認

可
な
ど
を
取
得
し
て
い
る

◎
詳
細
は
、
市
HP
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申 

問
産
業
振
興
課

☎
２
９
９
８

-

９
１
５
７
へ
電
話

も
の
づ
く
り
企
業
総
合
支
援
補
助
金

市
内
の
中
小
企
業
者
が
連
携
し
て
行
う

事
業
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
次
の
全
て
を
満
た
す
中
小
企
業
者

▼
連
携
事
業
の
代
表
者
で
あ
る
者
▼
本

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る

個
人
ま
た
は
市
内
に
本
店
の
登
記
が
さ
れ

て
い
る
法
人
▼
補
助
対
象
事
業
の
う
ち
許

可
・
認
可
・
登
録
な
ど
が
必
要
な
事
業
は
、

そ
の
許
認
可
な
ど
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
は
取
得
の
見
込
み
が
あ
る
こ
と

補
助
対
象　

原
則
と
し
て
製
造
業
を
営
む

事
業
者
が
参
加
し
、
異
業
種
を
営
む
２

者
以
上
（
同
業
種
の
場
合
は
５
者
以

上
）
の
市
内
事
業
者
が
連
携
し
て
行
う

▼
産
業
財
産
権
取
得
事
業
▼
販
路
開
拓

事
業
▼
新
た
な
製
品
・
技
術
・
サ
ー
ビ

ス
の
開
発
事
業
▼
人
材
育
成
事
業

◎
補
助
要
件
・
金
額
な
ど
は
市
HP
を
ご
覧

に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
付
期
限　

平
成
27
年
２
月
27
日
㈮

申 

問
産
業
振
興
課

☎
２
９
９
８

-

９
１
５
７
へ
直
接

市
内
に
工
場
な
ど
を
立
地
す
る

事
業
者
に
奨
励
金
を
交
付

対
製
造
業
、
情
報
通
信
業
、
自
然
科
学
研

究
所
の
い
ず
れ
か
を
営
む
事
業
者
な
ど

◆
奨
励
金

奨励金の種類 条件 交付額など

① 工場等立地奨励金
市内に工場など
を立地

立地に係る土地、建物および償
却資産に係る固定資産税および
都市計画税相当額を３年間交付

② 特例子会社設立奨励金
市内に特例子会
社を設立

土地、建物および償却資産に係
る固定資産税および都市計画税
相当額を５年間交付

③ 雇用促進奨励金
①または②の条
件を満たし、さ
らに市民を雇用

１人当たり30万円
（限度額300万円）を交付

④ 障害者雇用促進奨励金
③の限度額に達
し、さらに障害
者を雇用

１人当たり20万円
（限度額200万円）を交付

申 

問
産
業
振
興
課

☎
２
９
９
８

-

９
１
５
７
へ
電
話

障
害
者
雇
用
推
進
企
業
支
援
補
助
金

市
内
事
業
者
が
障
害
者
を
雇
用
す
る
際

の
経
費
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
▼
法
定
雇
用
対
象
の
事
業
者
…
法
定
雇

用
率
に
よ
る
人
数
を
超
え
る
障
害
者
を

新
た
に
雇
用
▼
法
定
雇
用
対
象
外
の
事

業
者
お
よ
び
障
害
者
雇
用
の
実
績
が
な

い
事
業
者
…
新
た
に
障
害
者
を
雇
用

対象経費 補助額（上限）
障害者を雇用する
ための建築物・設
備などの改修

対象経費の３分の１
(上限50万円)

障害者を雇用する
ための事前調査・
社員研修など

対象経費の３分の１
(上限10万円)

ハローワーク、と
ころざわ就労支援
センターを通じて
市内に居住する障
害者を新たに雇用
した場合

1人あたり１年目20
万円、２年目10万円
◎週20時間以上30
時間未満の場合は、
１年目10万円、２年
目５万円です。

受
付
期
限　

平
成
27
年
２
月
27
日
㈮

申 

問
産
業
振
興
課

☎
２
９
９
８

-

９
１
５
７
へ
直
接

経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

中
小
企
業
者
な
ど
が
経
営
者
個
人
の
保

証
な
し
で
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
ら

れ
る
こ
と
や
事
業
が
破
綻
し
て
も
一
定
の

生
活
費
な
ど
を
残
せ
る
こ
と
な
ど
を
定
め

た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

経
営
者
保
証
の
弊
害
の
解
消
や
思
い
切

っ
た
事
業
展
開
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

問
中
小
企
業
庁
・
金
融
課

☎
０
３

-

３
５
０
１

-

２
８
７
６

印
紙
税
の
非
課
税
範
囲
が
拡
大

４
月
１
日
か
ら
領
収
証
や
レ
シ
ー
ト
な

ど
金
銭
ま
た
は
有
価
証
券
の
受
取
書
に
係

る
印
紙
税
は
、
記
載
さ
れ
た
受
取
金
額
が

５
万
円
未
満
の
も
の
は
非
課
税
と
な
り
ま

し
た
。
領
収
証
な
ど
の
作
成
時
は
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

問
所
沢
税
務
署
☎
２
９
９
３

-

９
１
１
１

国
税
に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す

相
談
電
話　

☎
２
９
９
３

-

９
１
１
１

◎
自
動
音
声
案
内
で
す
。

相
談
内
容　

▼
東
日
本
大
震
災
に
関
す
る

国
税
の
相
談
…
「
０
」
を
選
択
▼
国
税

に
関
す
る
一
般
的
な
相
談
…
「
１
」
を

選
択
▼
個
別
面
接
相
談
の
予
約
な
ど
…

「
２
」
を
選
択

問
所
沢
税
務
署
☎
２
９
９
３

-

９
１
１
１

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
を
公
表

◆
第
５
次
所
沢
市
総
合
計
画
後
期
基
本
計

画
（
素
案
）

公
表
方
法　

市
役
所
３
階
政
策
企
画
課
、

同
１
階
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
づ

く
り
セ
ン
タ
ー
で
閲
覧
・
配
布
の
ほ
か
、

市
HP
（
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」
で

検
索
）
に
掲
載

問
政
策
企
画
課
☎
２
９
９
８

-

９
０
２
７

７月12日㈯・26日㈯
午前８時30分～午後０時30分７月の休日開庁日

さらに超親切な市役所へ！

休日開庁（毎月第２・第４土曜日の午前中）

取り扱い業務 開庁窓口
①転入・転出・転居など
の異動届②印鑑登録③住
民票・印鑑登録証明書・
戸籍証明書などの各種証
明書の交付④住民基本台
帳カードの申請・交付

市役所１階市民課
☎２９９８‐９０８７

⑤国民健康保険・国民年
金の手続き

市役所１階国保年金課
☎２９９８‐９１３１
（国民健康保険担当）
☎２９９８‐９０９５
（国民年金担当）

⑥課税・非課税証明書、
納税証明書の交付

市役所２階市民税課
☎２９９８‐９０６４

⑦市税の納付⑧納税相談 市役所２階収税課
☎２９９８‐９０７３

上記①～⑦の業務 まちづくりセンター
（並木を除く）

◎取り扱い業務の詳細は、事前にお問い合わせの
上、お越しください。

情 報 館

凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ 市HP市ホームページ「広報紙ピックアップ」 Eメール

【情報館】・特にことわりのないものは７月１日㈫から申し込みを受け付けます。・費用などの記載がないものは無料です。

広報 　　　　　　　　 平成26年7月号　10


